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議 会 構 成

議　会　構　成

議　　長 齋藤　正志 副議長 田﨑　信二

委員会名 委 員 長 副委員長 委　　員

総務文教常任委員会 磯目　泰彦 松村　　亮 鈴木　吉信 岩渕　清幸 齋藤　正志

産業厚生常任委員会 伊藤　　純 新井田順一 伊藤　昭一 荒明　正一 田﨑　信二

広 報 常 任 委 員 会 新井田順一 松村　　亮 荒明　正一 岩渕　清幸 田﨑　信二

議 会 運 営 委 員 会 鈴木　吉信 伊藤　昭一 伊藤　　純 磯目　泰彦

会津若松地方広域市町村圏整備組合議会の議員 伊藤　昭一

柳 津 町 監 査 委 員 議 会 選 出 の 議 員 岩渕　清幸

議長
齋藤　正志

副議長
田﨑　信二

　

町
民
の
皆
様
に
は
、
日
頃
よ
り
町
議
会

の
ご
理
解
ご
協
力
を
賜
り
、
心
か
ら
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
臨
時
会
に
お
い
て
、
不
肖
私

が
議
員
各
位
の
ご
推
挙
を
賜
り
副
議
長
の

要
職
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
こ
と
に
光
栄
に
思
い
ま
す
と
同
時
に
そ

の
職
責
の
重
大
さ
を
痛
感
い
た
し
て
お
り

ま
す
。

　

今
日
、
少
子
高
齢
化
の
社
会
的
構
造
の

変
化
や
厳
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
財
政
状
況

を
考
え
ま
す
時
、
議
会
の
果
た
す
役
割
は

大
き
く
、
よ
り
町
民
の
負
託
に
応
え
る
議

会
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
様
な
中
、
議
会
運

営
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
初
心
を
忘
れ
る

こ
と
な
く
、
強
い
志
を
持
っ
て
議
長
の
補

佐
役
と
し
て
、
そ
の
職
責
を
果
た
し
て
ま

い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今

後
と
も
ご
理
解
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
就
任

の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
度
の
改
選
に
よ
り
三
月
臨
時
議
会

に
於
い
て
、
議
長
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
、

齋
藤
正
志
で
ご
ざ
い
ま
す
。
町
民
皆
様
へ
、

謹
ん
で
就
任
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
、
議
長
と
い
う
重
責
を
受
け
、

決
意
と
覚
悟
を
新
た
に
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
柳
津
町
も
過
疎
地
域
と
言
わ
れ
て

久
し
く
、
少
子
化
や
若
者
の
流
失
に
よ
り

人
口
減
少
が
進
み
、
様
々
な
問
題
や
課
題

を
抱
え
て
い
る
現
状
で
あ
り
ま
す
。
昨
今

で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
り
、
経
済
活
動
に
ブ
レ
ー
キ
が
掛
か
り
、

様
々
な
生
産
活
動
に
支
障
が
出
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
私
と
し
て
は
課
題
解
決
に
は
、

若
い
人
達
を
取
り
戻
す
事
で
活
力
を
取
り

戻
し
、
そ
し
て
賑
い
を
取
り
戻
す
事
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
町
執
行

部
と
協
力
し
、
ま
た
町
民
の
代
表
と
し
て

時
に
は
厳
し
い
意
見
を
申
し
入
れ
、
ス
ピ

ー
ド
感
と
調
和
の
と
れ
た
議
会
運
営
を
目

指
し
て
ま
い
る
所
存
で
す
。
町
民
皆
様
に

は
議
会
に
対
す
る
更
な
る
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
柳
津
町
の
発
展
と
、
町
民
皆
様

の
ご
健
勝
、
ご
多
幸
を
心
よ
り
ご
祈
念
し
、

ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

議長・副議長 就任

－3月29日選任－



歳入・歳出の詳細につきましては「広報やないづvol.649」をご覧ください。

令和４年
第１回定例会

令和４年度
当初予算が可決されました！

一般会計40億2,000万円　特別会計16億2,718万円
　前年度比1億47万円（1.8％）の増加↑

【　新たに開始する事業・重点的に実施する事業の一部を紹介します　】

健康で安心して暮らせるまちづくり
■防火水槽整備事業� 2,432万円

防火水槽設計業務委託（小柳津地内）40トン級、防
火水槽設置工事（一王町）100トン級を行う。
■小型動力ポンプ・消防自動車整備事業� 972万円

安久津班において軽積載車１台を更新する。
出倉班・四ツ谷班において小型動力ポンプを更新す
る。
■新型コロナウイルスワクチン接種事業� 1,058万円

追加接種及び未接種者へ接種を実施し、小児（５歳
～11歳）についても両沼管内で連携を図り実施する。
■高齢者生活支援事業� 457万円

みまもり電球助成、高齢
者にやさしい住まいづく
り助成、緊急通報システ
ム貸与、在宅老人紙おむ
つ給付、宅配給食サービ
ス事業を行う。

豊かな心を育むまちづくり
■ＩＣＴ整備事業� 1,445万円

ＩＣＴ教育環境の充実及び推進を図るため、各校へ
ＩＣＴ支援員を配置する。
■「大コレクション展」開催事業� 947万円

斎藤清美術館開館25周年特別企画展として収蔵作品
を通年で紹介し、町の宝としての認識を高める。
■縄文館活用事業� 543万円

石生前遺跡出土品再整理、文化財専門アドバイザー
と活用調査等を行う。

協働による健全で開かれたまちづくり
■まちづくり支援事業� 1,600万円

人材（担い手）育成の一環として設立した「ミライ
ツナガル会議」を中心に、庁内横断的な課題解決に
向け事業内容の企画検討を実施する。
■ふるさと納税事業� 469万円

ポータルサイトによる納税しやすい環境整備、町の
ＰＲと返礼品の品揃えの充実、企業版ふるさと納税
による寄付額の増加を図る。

快適でうつくしいまちづくり
■道路維持管理事業� 8,948万円

既設町道、林道、農道の災害及び事故防止に向けた
老朽箇所の早期修繕を行う。また、緊急雇用創出事
業により道路維持作業員を雇用し、生活道路の安全
通行のための維持管理を行う。
■新エネルギー導入事業� 1,128万円

再生可能エネルギービジョンを策定し、今後の「脱
炭素」政策に向け各種エネルギー施策を実施する。
また、太陽光導入のポンテンシャル調査を実施する。
■歴史的風致維持向上計画策定事業� 861万円

地域における歴史的風致の維持及び向上を図るた
め、策定委員会及び国との三省協議を実施し、計画
の策定を進める。
■ＤＸ推進事業� 299万円

デジタル化を推進するにあたり、デジ
タル最高責任者を選任し、計画策定及
び各種事業を推進する。また、通信設
備強化として、Wi-Fi環境整備（アク
セスポイント増設）を実施する。

活力ある産業と賑わいと交流のあるまちづくり
■道の駅管理事業� 2,506万円

道の駅会津柳津内にポケモンの遊具を設置し、観光
の振興につなげる。
■新規就農確保事業� 1,038万円

経営初期の安定化のための支援を行う。①農業次世
代人材投資資金（国）150万円/年、②未来の農業を
担う若物応援給付金（町）120万円/年
■特定地域づくり事業協同組合事業� 850万円

柳津町・三島町・昭和村の３町村での組合設立を目
指し、安定的な雇用環境を提供することにより移住
定住施策の促進を図る。
■ＪＲ只見線活性化事業� 2,261万円

駅舎の譲渡並びに改修、イベント開催等による会津
柳津駅利活用の推進。只見線沿線の景観維持及び施
設整備を実施する。
■公営住宅整備等事業� 6,335万円

柳ヶ丘団地併設の集会所の建て替え（木造平屋建て
１棟）工事、監理を行う。
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自主財源とは…
自主的に収入する町税（町民
税、固定資産税、軽自動車税
等）などの財源

ここがポイント！
　自主財源比率の高低
は、自治体における行

政活動の自由度や安定度の尺度
になることもある。

依存財源

町税 432,620
その他自主財源
471,930

地方交付税 1,900,000

県支出金
271,660

町債
538,700 

その他依存財源 162,100

国庫支出金
242,990 

自主財源

令和４年度

令和３年度

58,380

617,290

728,399

655,280 567,660398,740

591,737 461,483 430,478

58,223 

235,780

229,625

567,432

465,160

162,689

25,410

9,323

20,033

323,006 377,572

10,600

414,030

304,460267,210

予備費 ほか公債費災害復旧費教育費消防費
土木費商工費農林水産業費衛生費民生費総務費議会費

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

令和4年度　一般会計歳入（自主財源、依存財源） （単位：千円）

令和３，４年度一般会計歳出（目的別）比較 （単位：千円）

令和４年度　会計別予算額
令和４年度 令和３年度 前年度対比 

（％）

一 般 会 計 4,020,000 3,960,000 1.5

特
　
別
　
会
　
計

土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 380 46,860 ▲ 99.2

国民健康保険特別会計（事業勘定） 482,500 483,500 ▲ 0.2

国民健康保険特別会計（施設勘定） 61,500 68,400 ▲ 10.1

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 55,500 52,200 6.3

介 護 保 険 特 別 会 計 588,800 591,400 ▲ 0.4

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 237,000 164,600 44.0

町 営 ス キ ー 場 事 業 特 別 会 計 4,000 3,550 12.7

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 101,800 83,000 22.7

下 水 道 事 業 特 別 会 計 86,000 86,500 ▲ 0.6

簡 易 排 水 事 業 特 別 会 計 4,800 3,400 41.2

林 業 集 落 排 水 事 業 4,900 3,300 48.5

特 別 会 計 合 計 1,627,180 1,586,710 2.6

合　　　計 5,647,180 5,546,710 1.8

（単位：千円）
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 令和４年度

予算特別委員会 質疑

予算特別委員会

新型コロナウイルス感染症の影響で各種学級
やスポーツ、イベント等が中止となっている。
開催に向けてどのような対策を考えているか。

密な状況や接触を可能な限り避け、大規模よ
りは小規模、団体よりは個人、併せて分散型で
の開催が必要と考える。

また、デジタルの活用に向けては年代別の対
応可能状況の調査を開始。今後検証していく。

社会教育・社会体育事業の開催に
ついてQ

サテライト会場やデジタルの活用
も視野にA

職員の宿直を廃止して警備会社に委託してい
るが、委託業務の内容とマニュアルの整備状況
はどうなっているか。

マニュアルを整備し災害時の防災無線での周
知、職員への連絡体制にも対応している。定期
的に研修も実施。警備、巡回、開錠施錠、電話
や緊急時の対応などを委託している。

庁舎管理委託についてQ

災害時等にも対応A

町は定住に重点をおき、若い世代にも住み続
けてもらう施策を進めてはどうか。

柳津町に住み続けてもらうには、働ける場の
確保や住宅など環境の整備が必要となる。空き
家の活用なども対策のひとつである。今後、サ
テライト的な２拠点居住も視野に入れて関係人
口の増加についても考えていきたい。

移住定住について今後の方向性はQ

町からの人の流出を抑えたいA

支給年齢を８０歳以上に引き上げるのはなぜ
か。

今後も平均寿命の延伸と高齢化の進展に伴い
支給額の増加が予想されるため、実施自治体の
支給要件・方法等も参考にし、今後も継続して
事業実施に努めていきたい。

敬老祝い金の支給年齢についてQ

平均寿命の延伸と事業継続を
見据えた引き上げA

米価が大幅に下落したが、どのような対策を
考えているか。

新たに米の販路を拡大するため、米どころで
はない地域での販売を目指す。また、発芽玄米
等を６次化商品として加工・
販売し、ふるさと納税の返礼
品としても考えていきたい。

米価下落の対策についてQ

６次化商品など新しい方向性を検討A

除雪時においてＧＰＳシステムを導入する予
定はないのか。

試験的に導入している。県で採用しており業
務の効率がよくなるなどの実績が見られる。更
に検証を重ねていきたい。

除雪のＧＰＳシステムの
導入についてQ

今後導入に向けて検証していくA

登録有形文化財の登録はどうなったか。ま
た、今後の対応はどうしていくのか。

資料の作成等進めてきたが、不足や散失して
いるものがあるとの指摘を受けた。今後は関係
者からの指導を受けながら、資料の収集や整理
を進め、煙突の現物保存のためにも認定に向け
努めていきたい。

銀山煙突の今後についてQ

認定に向けて精査していくA
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議 案 審 議

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
場
に
お
け
る
育
児
休
業
の
承

認
の
請
求
が
円
滑
に
進
め
ら
れ
る

よ
う
に
、
勤
務
環
境
を
整
備
す
る

条
例
を
可
決
。

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
係

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例特
別
職
に
み
ら
い
農
業
会
議
委

員
会
長
と
同
委
員
、
最
高
デ
ジ
タ

ル
責
任
者
を
追
加
す
る
条
例
を
可

決
。柳

津
町
敬
老
祝
金
給
付
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

敬
老
祝
金
の
支
給
年
齢
を
七
十

九
歳
か
ら
八
十
歳
に
引
き
上
げ
る

条
例
を
可
決
。

柳
津
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正

を
受
け
て
未
就
学
児
の
減
額
措
置

を
加
え
る
条
例
を
可
決
。

３月定例会　審議議案　－主な議案－

令和４年第１回３月定例会が、３月９日から１８日までの１０日間の会期で行われま
した。今回の定例会では、令和４年度当初予算及び令和３年度補正予算、条例の改正な
ど３７議案が審議され、原案どおり可決されました。なお、議会から令和４年度当初予
算に対して予算意見書を提出しました。

柳
津
町
消
防
団
設
置
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例消
防
庁
の
報
酬
等
に
関
す
る
基

準
に
基
づ
き
、
町
消
防
団
員
の
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
つ
い
て
見
直

す
条
例
を
可
決
。

柳
津
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

計
画
の
変
更
に
つ
い
て

国
の
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展

の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に

基
づ
い
た
計
画
の
変
更
。
新
し
く

赤
べ
こ
工
房
の
運
営
、
町
道
や
簡

易
水
道
の
改
良
、
Ｂ
Ｇ
艇
庫
の
改

修
等
の
事
業
が
追
加
。
令
和
３
年

か
ら
令
和
７
年
ま
で
の
計
画
で
あ

る
。

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総

合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総

合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別

措
置
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

計
画
の
変
更
。
道
路
整
備
工
事
や

施
設
整
備
等
に
つ
い
て
追
加
、
修

正
す
る
も
の
。

工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い

て町
道
竜
蔵
庵
上
村
線
の
無
散
水

消
雪
配
管
工
事
請
負
契
約
の
増
額

を
可
決
。

【
議
員
提
出
議
案
】

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ

の
軍
事
侵
攻
に
対
す
る
非
難
決

議ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍

事
進
攻
を
開
始
し
、
独
立
国
家
の

主
権
を
踏
み
に
じ
る
暴
挙
を
行
っ

て
い
る
。
国
際
社
会
の
平
和
と
安

定
の
根
幹
を
揺
る
が
す
行
為
で
あ

る
た
め
、
軍
の
攻
撃
停
止
と
即
時

撤
退
、
国
際
法
の
順
守
を
求
め
る

決
議
を
採
択
。
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議 案 審 議

令和４年度　予算意見書
１　令和４年度一般会計予算は、４０億２千万円で前

年対比１.５％の増、特別会計を含めた予算合計では、
５６億４千７百万円と前年対比１．８％の増である
が、予算執行にあたっては、効果的・効率的・公平
性及び透明性を遵守し、「ムリ・ムダ・ムラ」を払拭
するとともに適正な執行に努めること。

さらに、コロナウイルス新変異株による第７波の
感染拡大やロシアによるウクライナ侵攻により、経
済制裁を課した余波の影響は日本経済、引いては町
の社会経済にも大きく影響することも懸念されるた
め、適宜対応出来るよう念頭においた執行にあたる
こと。

２　令和４年度は「第６次柳津町振興計画」の２年目
にあたり、「ウィズコロナ」とともに感染予防を徹底
し、計画の遂行にあたるとともに目標と実態とに乖
離を生じないよう、実効効果の確保を図り、町民の
満足度を向上させるよう努めること。

３　「コロナウイルス感染対策」については、ステル
スオミクロン株による第７波の感染や新たな「変異
株」の出現も想定されるなど、今後とも町民の不安
は解消されない見通しであることから、第３回目の
ワクチン接種を加速させ「コロナウイルス」との共
存社会の実現のため、感染防止の徹底と町民の意識
高揚を図ること。

４　近年の「気象異変」は、集中拡大の傾向にあり、
豪雨、豪雪、大型台風など、即刻大災害の危険をは
らんでおり、インフラや土砂崩れ、雪崩、空き家倒
壊などの「災害防止」のため、事前対策を実施する
とともに町民の安心・安全の確保を図ること。

５　火災発生時における初期消火活動は、現場住民に
頼ることが多く、地区住民また消防団ＯＢ、婦人消
防隊の地区組織化や地位確保、また生命・傷害保険
の拡充を図るなど体制構築は必要であるため、毎年

「意見書」に取り上げているが遅々として進展して
いない。消防団との協議を進め、然るべき結論を求
める。

　　また、消防団員確保のため、内外の企業等を訪問
し、経営者の理解と協力を得ながら、勧誘に努める
こと。

６　鳥獣被害対策については、「コロナ禍」により「ワ
ナ取得免許」講習会の遅延や中止により、取得者の
確保不足にあることから、広く取得支援を拡充し、
捕獲人員の確保とともに機動的に活動できる体制を
構築すること。

７　職員の採用については、「採用内定者」からの辞退
も見受けられることから、内定にあたっては、慎重
に精査をすること。
　また、辞退の「事由」について内部検証を行い、
受験者の志望がより達成されるよう改善等を進め、
優秀な人材確保に努めること。

　　さらに、採用職員の教育については、現行の教育
方針に捕らわれず、ミッション・パッション・アク

ションを養成するとともに、独自教育について模索
検討し、公務員としての責務を果たせるよう人材の
育成体制を整えること。

８　納税に不公平感が生じないよう「滞納徴収」には
積極的に取り組み、町税等の自主財源の確保に努め
ること。

　　また、納税に対する理解と啓発を怠らず、事案に
よっては「法的手段」の行使も視野に入れ「納税意
識」の向上に努めること。

９　町による各種団体への補助、また町が行う協議会
委員の報酬、指定管理者に対する委託管理料につい
ては、「コロナ禍」での事業実施状況等を精査し、
町の規則を遵守し、不公平かつ不適性のないよう取
り計らうこと。

　　なお、不測の事態が生じた際の対応は、内部で十
分協議し、結果を議会に報告すること。

10　「コロナ禍」により低迷している「町内商工観光
業者」に対する支援については、国県とともに、引
き続き最大限の措置を行い回復に努めること。

　　また、越後三山只見国定公園の編入並びにＪＲ只
見線全線開通により、今後観光客の誘致が期待でき
る。町による積極的な「赤べこの里」誘客策を講じ、
その受け入れ体制の構築を図り、町の活性化に努め
ること。

11　町民センターの「あり方」については、プロジェ
クトチームの立ち上げから依然進展しておらず、利
害関係者との合意を取り付け、具現性のある「あり
方」を早急に明示すること。

　　また、旧スキー場についても、跡地利用を含め地
権者との合意を得て、早急に方向性を示し着手する
こと。

12　町から出資している事業者や団体、また管理を委
託している指定管理者に対しては、適正な事業運営
について助言、指導し、積極的に意見具申すること。

13　業務委託については、例年にない規模での予算計
上であり、委託内容をよく精査し適正な予算執行に
努めること。

　　また、各委員会、団体会議等で出された意見や要
望を聴取し、委託先へ繋げ事業に反映させること。

14　「新分譲地」の造成にあたっては、新候補地の確
保を議会に諮るとともに社会環境に配慮しながら、
造成に努めること。

　　また、今後「企業誘致」における受け入れ体制の
整備についても検討を進めること。

15　本庁地区及び支所地区の旧施設については、補助
金や交付金等を活用しながら、一刻も早い解体とと
もに跡地利用を明確にすること。

16　デジタル化については、国及び県の支援のもと、
窓口業務の合理化・マイナンバーカードの推進・申
請書類等の簡素化・ペーパーレス化などを目標に、
町民の負担を最小限に抑える仕組みづくりを、計画
的に整備すること。
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議 案 審 議

こんなことを決めました　―審議一覧―

議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決の結果

第 １ 号 専決処分の承認を求めることについて 原案承認

第 ２ 号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

第 ３ 号
柳津町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例について

原案可決

第 ４ 号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例について

原案可決

第 ５ 号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

第 ６ 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

第 ７ 号
柳津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど
も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例について

原案可決

第 ８ 号
柳津町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例について

原案可決

第 ９ 号 柳津町敬老祝金給付条例の一部を改正する条例について 原案可決

第１０号 柳津町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例について 原案可決

第１１号 柳津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 原案可決

第１２号 柳津町消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

第１３号 柳津町過疎地域持続的発展計画の変更について 原案可決

第１４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 原案可決

第１５号 令和３年度柳津町一般会計補正予算 原案可決

第１６号 令和３年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算 原案可決

第１７号 令和３年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算 原案可決

第１８号 令和３年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算 原案可決

第１９号 令和３年度柳津町介護保険特別会計補正予算 原案可決

第２０号 令和３年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算 原案可決
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議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決の結果

第２１号 令和３年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算 原案可決

第２２号 令和３年度柳津町下水道事業特別会計補正予算 原案可決

第２３号 令和３年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算 原案可決

第２４号 令和３年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算 原案可決

第２５号 令和４年度柳津町一般会計予算 原案可決

第２６号 令和４年度柳津町土地取得事業特別会計予算 原案可決

第２７号 令和４年度柳津町国民健康保険特別会計予算 原案可決

第２８号 令和４年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算 原案可決

第２９号 令和４年度柳津町介護保険特別会計予算 原案可決

第３０号 令和４年度柳津町簡易水道事業特別会計予算 原案可決

第３１号 令和４年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算 原案可決

第３２号 令和４年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算 原案可決

第３３号 令和４年度柳津町下水道事業特別会計予算 原案可決

第３４号 令和４年度柳津町簡易排水事業特別会計予算 原案可決

第３５号 令和４年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算 原案可決

第３６号 権利の放棄について 原案可決

第３７号 工事請負契約の変更について 原案可決

議 案 審 議

議会録画映像のお知らせ議会録画映像のお知らせ
一般質問の映像を、町のホームページから視聴することができます。

「議会の傍聴になかなか行けない」という方は、お手元の端末からご覧ください。

柳津町ホームページ 柳津町議会 議会録画映像

スマホやタブレット端末からも、
見ることができます！ ➡



10

一 般 質 問

○�わが町におけるＳＤＧｓへの取組に
ついて

Q
先
日
の
新
聞
に
、
国
連
で

提
唱
し
た
持
続
可
能
な
開

発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
に
向
け
た

取
り
組
み
を
「
オ
ー
ル
福
島
」
で

取
り
組
む
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
柳
津
町
に
お
い

て
も
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
日
本
モ
デ
ル
」

宣
言
に
賛
同
し
た
と
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
町
と
し
て
宣
言
に
賛
同
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に

取
り
組
ん
で
い
く
覚
悟
だ
と
理
解

す
る
が
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
は
広
い
分

野
に
17
の
目
標
、
１
６
９
の
タ
ー

ゲ
ッ
ト
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
町

で
は
ど
の
よ
う
な
課
題
に
ど
の
よ

う
に
取
り
組
ん
で
行
く
考
え
な
の

か
伺
う
。

A
（
町
長
）
我
が
町
に
お
け

る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
取
組
に
つ

き
ま
し
て
は
、
昨
年
の
12
月
に

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
日
本
モ
デ
ル
」
宣
言

に
賛
同
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
、
国
や
県
に
お
い

て
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

当
町
の
活
性
化
を
進
め
て
い
く
上

で
、
持
続
可
能
な
開
発
目
標
に
根

差
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

現
在
、
町
は
、
第
６
次
振
興
計

画
の
25
の
基
本
施
策
に
基
づ
く
事

業
の
中
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
考
え
方
や

方
向
性
を
含
ん
で
お
り
、
宣
言
に

賛
同
す
る
こ
と
に
よ
り
、
町
の
振

興
計
画
に
掲
げ
て
い
る
将
来
像

「
み
ら
い
創
生
。
ひ
と
・
ゆ
め
・

れ
き
し
を
つ
な
ぐ
ま
ち
」
の
実
現

に
向
け
て
、
行
政
の
枠
を
超
え
た

課
題
認
識
に
よ
る
合
意
形
成
や
住

民
と
の
連
携
を
深
め
て
い
き
た
い
。

Q
地
方
公
共
団
体
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
に
取
り
組
む
に
は
、
ス

テ
ッ
プ
１
か
ら
５
ま
で
の
段
階
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ス
テ
ッ
プ
１
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
理

解
す
る
、
ス
テ
ッ
プ
２
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
達
成
に
向
け
た
取
組
体
制
の
構

築
、
３
・
４
・
５
に
つ
い
て
は
、

実
行
あ
る
い
は
結
果
の
そ
の
先
に

進
ん
だ
部
分
で
、
現
在
、
町
は
ま

だ
実
行
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
っ

て
い
な
い
と
考
え
て
お
り
、
現
在
、

ス
テ
ッ
プ
１
な
の
か
、
ス
テ
ッ
プ

２
な
の
か
。
我
が
町
と
し
て
は
今

ど
こ
に
い
る
の
か
伺
う
。

A
（
み
ら
い
創
生
課
長
）
現

段
階
で
は
、
役
場
内
で
の

共
通
理
解
、
広
報
紙
を
通
し
て
の

町
民
へ
の
周
知
活
動
と
い
う
の
が

主
な
取
組
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

中
で
、
町
民
へ
向
け
た
広
報
活
動

は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
カ

ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
、
ご
み
の

削
減
な
ど
に
つ
い
て
特
集
を
組
み
、

一
人
一
人
の
身
近
な
気
づ
き
や
行

動
が
目
標
達
成
に
つ
な
が
る
と
い

う
こ
と
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
周
知

し
て
い
る
段
階
に
あ
る
。
自
治
体

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け

る
５
つ
の
ス
テ
ッ
プ
の
中
で
捉
え

る
と
一
番
最
初
の
段
階
の
ス
テ
ッ

プ
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
理
解
す
べ
き
段

階
で
あ
る
と
捉
え
る
。

Q
柳
津
町
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
日
本

モ
デ
ル
に
賛
同
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
町
の
何
が
変
わ
る
の

か
。
政
策
や
施
策
の
面
で
ど
ん
な

変
化
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
予
算

面
を
含
め
て
ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
の
か
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
賛
同
し

た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
職
員
の

負
担
だ
け
が
増
え
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
な
い
の
か
伺
う
。

A
（
み
ら
い
創
生
課
長
）
賛

同
を
表
明
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
義
務
的
な
立
場
と
し
て
、
自

主
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
、
社
会
課
題
を
解
決
す
る
た
め

の
目
標
に
先
進
的
に
取
り
組
み
、

安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な

る
と
思
う
。

　

ま
た
、
政
策
や
施
策
面
の
変
化

に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
手
法

を
取
り
入
れ
、
課
題
解
決
に
向
け

て
優
れ
た
提
案
を
し
た
自
治
体
と

し
て
国
に
選
ば
れ
た
場
合
、
計
画

を
実
行
す
る
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス

や
サ
ポ
ー
ト
が
受
け
ら
れ
る
メ
リ

ッ
ト
が
あ
る
。
さ
ら
に
先
導
的
な

取
組
と
国
が
認
め
れ
ば
、
補
助
金

が
付
く
可
能
性
も
あ
る
。

　

職
員
の
業
務
負
担
に
つ
い
て
は
、

振
興
計
画
、
過
疎
地
域
の
持
続
的

発
展
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

内
容
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
進
め
て
い
く

施
策
と
沿
っ
て
い
る
た
め
、
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
に
特
化
し
て
業
務
量
が
増
え

る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。

Q
カ
ー
ボ
ン
ゼ
ロ
社
会
を
目

指
す
姿
勢
か
ら
、
将
来
、

公
用
車
の
Ｅ
Ｖ
化
を
進
め
る
考
え

は
あ
る
の
か
伺
う
。

 

A
（
町
長
）
用
途
に
よ
っ
て

は
障
害
が
あ
る
場
合
も
考

え
ら
れ
る
が
、
積
極
的
に
考
え
て

い
き
た
い
。
Ｅ
Ｖ
車
が
駄
目
な
ら
、

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
の
導
入
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。

A
（
み
ら
い
創
生
課
長
）
Ｅ

Ｖ
車
の
導
入
は
、
ぜ
ひ
進

め
た
い
。
た
だ
し
、
導
入
に
つ
い

て
は
、
庁
車
の
更
新
時
期
や
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
、
災
害

時
の
電
力
の
供
給
と
い
っ
た
多
種

の
目
的
と
併
せ
て
進
め
て
い
き
た

い
。

５番　岩渕清幸議員
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一 般 質 問

○町一般職員の採用について

Q
当
町
は
、
職
員
の
採
用
計

画
に
基
づ
き
、
募
集
、
試

験
、
面
接
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
計
画
通
り
に
町
の
望

む
よ
う
な
人
材
の
確
保
は
出
来
て

い
る
の
か
。

又
、
応
募
数
、
採
用
数
、
採
用

予
定
者
、
出
身
地
等
か
ら
最
近
の

傾
向
や
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
の
か
。
あ
れ
ば
改
善
す
べ
き

点
を
伺
う
。

A
（
町
長
） 

定
員
管
理
適
正

化
計
画
を
基
本
に
職
員
の

採
用
や
退
職
の
実
績
に
よ
り
募
集

を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
最
近
の
傾
向
は
、
当
町
出
身

者
か
ら
の
応
募
が
少
な
く
、
辞
退

す
る
方
も
い
る
。
そ
こ
で
、
町
広

報
紙
で
の
募
集
を
は
じ
め
、
会
津

管
内
の
高
等
学
校
を
訪
問
、
募
集

要
項
を
送
付
す
る
ほ
か
、
募
集
の

際
の
採
用
年
齢
に
つ
い
て
も
引
き

上
げ
る
な
ど
、
改
善
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
県
が
主
催
す
る
就
職
オ

ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
や
町
村
職
員

合
同
説
明
会
に
参
加
し
、
少
し
で

も
多
く
の
方
に
申
込
み
を
し
て
も

ら
え
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

Q
過
去
５
年
間
の
職
員
の
募

集
状
況
、
採
用
状
況
に
つ

い
て
伺
う
。

A
（
総
務
課
長
）
過
去
５
年

間
の
採
用
試
験
で
応
募
が

あ
っ
た
人
数
に
つ
い
て
は
、
81
名

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
町
出

身
の
方
に
つ
い
て
は
13
名
。
応
募

者
数
の
16
％
ほ
ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

採
用
に
つ
い
て
は
、
過
去
５
年

間
で
16
名
採
用
し
て
い
る
が
、
そ

の
う
ち
町
出
身
者
は
３
名
で
採
用

者
の
18
．
75
％
と
い
う
現
状
で
あ

る
。Q

職
員
の
採
用
や
退
職
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え

を
持
っ
て
い
る
の
か
伺
う
。

A
（
総
務
課
長
） 

地
元
柳
津

町
出
身
の
応
募
が
少
な
い

現
状
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

で
き
れ
ば
柳
津
町
出
身
の
方
に
多

く
応
募
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

　

職
員
の
退
職
に
関
し
て
は
、
採

用
と
な
っ
て
か
ら
10
年
以
内
に
退

職
す
る
職
員
が
多
い
状
況
で
あ
る
。

結
婚
や
体
調
不
良
に
よ
る
退
職
者

も
い
る
が
、
最
近
は
や
り
た
い
仕

事
の
た
め
、
と
仕
事
に
対
す
る
考

え
方
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
感

じ
て
い
る
。 

A
（
副
町
長
）
６
年
前
か
ら
、

会
津
管
内
の
高
校
、
短
大
、

会
津
大
学
に
毎
年
伺
っ
て
い
る
。

柳
津
町
が
魅
力
あ
る
町
と
し
て
の

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

柳
津
町
出
身
の
方
に
受
け
て
い
た

だ
け
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
を
し

て
い
き
た
い
。

Q
自
分
の
仕
事
や
他
の
職
員

に
対
し
て
不
満
を
感
じ
て

い
る
職
員
が
多
い
の
で
は
と
想
像

す
る
。
人
事
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
副

町
長
に
職
員
同
士
を
つ
な
ぐ
橋
渡

し
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う

が
、
考
え
を
伺
う
。

A
（
副
町
長
）
現
在
で
は
50

歳
前
で
課
長
に
な
る
職
員

も
お
り
、
そ
れ
ま
で
に
経
験
で
き

て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
指
導
を

し
て
い
る
。
係
長
に
つ
い
て
も
、

多
く
の
課
を
経
験
し
な
い
中
で
役

職
に
つ
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

課
長
、
係
長
が
職
員
に
対
し
て

指
導
関
係
等
を
適
切
に
し
て
い
く

た
め
に
、
各
課
を
回
っ
て
、
十
分

に
話
し
会
い
を
持
っ
て
い
る
。
課

長
、
係
長
以
外
の
職
員
と
の
話
と

い
う
の
は
な
か
な
か
で
き
て
い
な

い
現
状
で
あ
る
が
、
今
後
、
状
況

を
見
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
。

Q
柳
津
町
の
未
来
を
背
負
っ

て
い
く
で
あ
ろ
う
子
供
た

ち
の
教
育
、
郷
土
愛
を
育
み
郷
土

を
守
っ
て
い
く
と
い
う
気
概
を
持

っ
た
子
を
ぜ
ひ
育
て
て
い
き
た
い

と
思
う
が
考
え
を
伺
う
。

A
（
教
育
長
）
一
昨
年
度
か

ら
中
学
２
年
生
の
職
場
体

験
活
動
を
町
内
の
事
業
所
の
み
で

行
う
よ
う
に
し
た
。
町
内
で
働
い

て
い
る
人
た
ち
、
活
躍
し
て
い
る

人
た
ち
と
直
接
関
わ
っ
て
、
そ
の

考
え
方
や
思
い
に
触
れ
る
こ
と
は
、

町
の
良
さ
を
改
め
て
実
感
す
る
よ

い
機
会
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

小
学
校
１
年
生
か
ら
中
学
校
３
年

生
ま
で
に
お
い
て
、
地
域
の
良
さ

や
課
題
を
学
ぶ
学
習
を
近
年
、
特

に
意
識
し
て
や
っ
て
い
る
。

10番　齋藤正志議員



12

一 般 質 問

○株式会社モンベルとの包括連携協定の締結について
〇�越後三山只見国定公園の編入に伴い追加されたやな
いづ温泉スキー場並びにＪＲ只見線会津柳津駅周辺
の利活用の推進について
〇ＪＲ只見線全線再開通に向けた取り組みについて

Q
株
式
会
社
モ
ン
ベ
ル
と
の

包
括
連
携
協
定
の
締
結
に

つ
い
て
発
表
が
あ
っ
た
が
、
株
式

会
社
モ
ン
ベ
ル
の
業
務
内
容
と
締

結
の
趣
旨
並
び
に
内
容
に
つ
い
て

伺
う
。

A
（
町
長
）
株
式
会
社
モ
ン

ベ
ル
は
、
日
本
に
お
け
る

ア
ウ
ト
ド
ア
関
連
企
業
の
パ
イ
オ

ニ
ア
的
存
在
で
あ
る
。
自
然
環
境

保
全
意
識
の
向
上
、
野
外
活
動
を

通
じ
て
子
供
た
ち
の
生
き
る
力
を

育
む
、
健
康
寿
命
の
増
進
、
自
然

災
害
へ
の
対
応
力
、
エ
コ
ツ
ー
リ

ズ
ム
を
通
じ
た
地
域
経
済
活
性
、

農
林
水
産
業
へ
の
支
援
、
高
齢

者
・
障
害
者
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
実

現
、
こ
の
７
つ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を

掲
げ
、
地
域
社
会
に
貢
献
し
て
い

る
。
同
社
と
包
括
連
携
協
定
を
締

結
す
る
趣
旨
と
し
て
、
７
つ
の
ミ

ッ
シ
ョ
ン
で
相
互
連
携
を
強
化
し
、

地
域
の
活
性
化
と
町
民
の
生
活
の

質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。
締
結
後
は
、
モ
ン

ベ
ル
会
員
限
定
の
ふ
る
さ
と
納
税

サ
イ
ト
の
活
用
、
モ
ン
ベ
ル
専
用

ウ
ェ
ブ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
イ
ト
を

活
用
し
た
農
産
物
の
販
売
、
モ
ン

ベ
ル
会
員
へ
向
け
た
町
内
業
者
の

Ｐ
Ｒ
等
を
予
定
し
て
い
る
。

─
─
─
─
─
─
─
─

Q
や
な
い
づ
温
泉
ス
キ
ー
場

の
利
活
用
に
つ
い
て
新
潟

の
ス
ノ
ー
ピ
ー
ク
社
が
挙
げ
ら
れ

て
い
た
が
、
立
ち
消
え
と
な
っ
た
。

そ
の
経
過
に
つ
い
て
伺
う
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）
令
和

２
年
12
月
に
町
長
と
町
担

当
者
で
ス
ノ
ー
ピ
ー
ク
本
社
を
訪

れ
、
ス
キ
ー
場
の
利
活
用
に
つ
い

て
話
し
合
い
を
持
っ
た
。
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
を
中
心
と
し
た
キ
ャ
ン
プ

場
な
ど
の
マ
ウ
ン
テ
ン
リ
ゾ
ー
ト

と
し
て
再
整
備
を
図
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
の
話
で
あ
っ
た
。

　

後
日
行
わ
れ
た
ス
ノ
ー
ピ
ー
ク

社
の
統
括
責
任
者
と
町
担
当
者
と

の
打
ち
合
わ
せ
で
は
、
当
社
が
施

設
を
管
理
す
る
こ
と
は
難
し
い
と

い
う
回
答
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

一
度
町
を
訪
れ
た
い
と
の
話
で
あ

っ
た
が
、
現
在
、
連
絡
が
途
絶
え

て
い
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

Q
昨
年
10
月
29
日
只
見
柳
津

県
立
自
然
公
園
が
越
後
三

山
只
見
国
定
公
園
に
編
入
さ
れ
た
。

柳
津
温
泉
ス
キ
ー
場
並
び
に
Ｊ
Ｒ

只
見
線
会
津
柳
津
駅
周
辺
は
、
編

入
以
前
か
ら
早
期
の
利
活
用
が
望

ま
れ
て
い
た
が
、
今
後
の
計
画
に

つ
い
て
伺
う
。

A
（
町
長
）
柳
津
温
泉
ス
キ

ー
場
の
利
活
用
は
、
平
成

26
年
３
月
の
営
業
休
止
以
来
、
具

体
的
な
提
案
を
示
す
こ
と
が
で
き

な
い
状
況
で
あ
る
。
今
後
の
検
討

方
法
と
し
て
、
次
世
代
を
担
う
若

い
世
代
の
意
見
を
取
り
入
れ
、
自

然
公
園
に
ふ
さ
わ
し
い
整
備
を
考

え
て
い
く
。

　

会
津
柳
津
駅
周
辺
の
利
活
用
に

つ
い
て
は
、
今
年
秋
に
控
え
る
全

線
再
開
通
な
ど
、
只
見
線
の
注
目

度
が
高
ま
っ
て
い
る
中
、
会
津
柳

津
駅
利
活
用
検
討
会
議
を
立
ち
上

げ
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
に
よ
り

検
討
を
進
め
て
い
る
。

　

令
和
４
年
度
は
、
国
定
公
園
へ

の
編
入
を
追
い
風
に
、
町
の
情
報

発
信
施
設
と
し
て
利
活
用
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
赤
べ
こ

工
房
の
整
備
を
駅
舎
内
に
整
備
で

き
な
い
か
、
現
在
、
関
係
者
と
協

議
を
進
め
て
い
る
。

─
─
─
─
─
─
─
─

Q
２
０
１
１
年
７
月
の
新

潟
・
福
島
豪
雨
災
害
か
ら

11
年
ぶ
り
に
只
見
線
が
全
線
再
開

通
す
る
。
福
島
県
に
お
い
て
は
開

通
を
機
に
２
億
90
万
円
の
予
算
を

計
上
し
、
多
彩
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
展
開
す
る
計
画
だ
が
、
柳
津
町

の
計
画
に
つ
い
て
伺
う
。

A
（
町
長
）
今
年
秋
の
全
線

再
開
通
を
控
え
、
沿
線
市

町
村
や
只
見
線
関
連
の
各
団
体
等

で
様
々
な
事
業
が
予
定
さ
れ
て
い

る
。
町
も
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
令
和
４

年
度
予
算
案
に
は
、
駅
前
の
イ
ベ

ン
ト
開
催
、
駅
舎
内
で
只
見
線
な

ど
に
関
連
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
展
、

只
見
線
を
活
用
し
た
周
遊
バ
ス
ツ

ア
ー
な
ど
の
予
算
を
盛
り
込
む
予

定
で
あ
る
。

　
Q
ロ
ー
カ
ル
線
再
生
の
パ
イ

オ
ニ
ア
の
え
ち
ご
ト
キ
め

き
鉄
道
社
長
が
い
る
。
駅
、
沿
線

の
環
境
整
備
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ

ス
を
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）
ご
協

力
い
た
だ
け
る
よ
う
な
方

で
あ
れ
ば
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け

て
利
活
用
を
進
め
て
い
き
た
い
。

２番　新井田順一議員
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監査公表第１号
　令和３年度に監査委員が指摘した事項について、地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、柳津
町長から次のとおり措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

令和４年５月２７日　　　　　　　　　　
柳津町代表監査委員　岩　佐　利　昭
柳 津 町 監 査 委 員　岩　渕　清　幸

課名・係名 指　　摘　　事　　項 処　　理　　状　　況
指摘月日：令和３年８月２５日（例月）

みらい創生課
みらい創生係

備品購入にあたり、早期納入ができるとの理由
から随意契約により見積書を徴収したが、一か月
以上経過しても契約が締結されていない状況がみ
られた。このようなことは、随意契約の趣旨から
も適正でないので、今後は十分注意を払って業務
を遂行されたい。

購入契約相手方との連絡調整不足に起因する事案であり
ます。当該備品は年度内納品が完了しましたが、付随する
デジタル化推進業務に影響を及ぼしました。

今後の事務執行においては、事業起工前の調査（随意契
約の場合の指名業者選考、市場調査等）の徹底、相手方と
の十分な協議等を実施し適正かつ円滑な事務執行に努めて
参ります。

摘月日：令和４年６月２５日（例月）

建設課
建設係

道路橋梁費の消雪設備維持管理業務において、
支出負担行為票の添付書類で金額訂正が修正テー
プにより訂正してあるのが見られた。今後はこう
したことが無いよう適切に実施されたい。

修正テープによる修正などがあったものについては必ず再
発行させるよう指示徹底しました。その後は同様の不適切
な案件はみられません。

指摘月日：令和４年２月２５日（例月）

地域振興課
観光商工係

町営スキー場会計において、スキー場の除草作
業をやないづ振興公社に委託していますが、前年
に副町長が委託先であるやないづ振興公社理事長
と同一人であることから町長の決裁を得ておくよ
うにとの指摘があったにも関わらず、副町長の決
裁となっておりました。また、除草作業の委託業
務完了報告書では、作業前、作業中、作業後の写
真撮影場所が異なっており比較ができないので、
同一場所からの撮影とするよう指導願います。

互いに同一人物による契約については、専決処理を行わ
ず契約権者（町長）の決裁を受けるよう職員に周知したと
ころであります。

また、施工写真については、同一箇所から撮影し作業状
況が確認できるよう受託事業者に指導しました。

指摘月日：令和３年７月２１日～令和３年８月２日（決算）

総務課
企画財政係

ふるさと納税については、令和２年度に１２５
件１５９万円の寄付がありました。人口の減少に
より税収も減少している柳津町にとっては、ふる
さと納税の増加が非常に重要であります。様々な
アイデアを募集するなど寄付の増加に向けた取り
組みを期待します。

ポータルサイト追加等により、納税額は対前年比で増加
傾向となっております。さらなる納税額増加、職員の事務
負担軽減が図られるようサイト運営者等と協議を実施しま
した。

町民課
保健衛生係

国民健康保険税においては８９１万４，５６６
円の滞納額が発生しております。昨年度よりは、
６８万９，６９３円減少しておりますが、今後と
も徴収の努力を継続してください。

国保税滞納者につきましては、有効期間が短い短期証を
発行し、税務係と連携しながら、納付相談を定期的に実施
しております。国保税滞納者については、他の税目でも滞
納があるため、今後も税務係と連携しながら徴収に取り組
んで参ります。

地域振興課
観光商工係

元年度に指摘された養豚事業者への柳津町企業
立地促進事業補助金交付要綱の整合性については、
要綱の改正等速やかにその解消を図ってください。

柳津町企業立地促進事業補助金の要綱改正を行い、対象
に新たに「畜産施設」を追加したところであります。

指摘月日：令和３年１０月２５日～令和３年１１月５日（定期）

総務課
総務係

夜間警備等の業務委託では緊急時の初動が心配
されますので、しっかりしたマニュアルの作成で
適切に指導してください。

誰もが緊急放送できるよう分かり易いマニュアルを作成
し、夜間警備受託業者への教育・指導を行いました。

町民課
住民福祉係

介護保険料及び後期高齢者医療保険料について
は、被保険者となる２年目以降は、年金特別徴収
となりますが、初年度の普通徴収の完納につなが
るよう、制度の周知に努めていただきたい。

介護保険事業（健幸クラブ）の運転業務委託料
については、運用方法、町民バス利用等も併せて
検討、協議していただきたいと考えます。

　介護及び後期高齢者被保険者における初年度について
は、被保険者証の送付等と併せ制度の周知に努め、保険料
の徴収方法についてもわかりやすい説明を行い、初年度の
保険料が未納にならないよう努めて参ります。
　介護保険事業（健幸クラブ）の運転業務委託料について
は、検討・協議し令和４年度から運用方法や片道の町民バ
スの利用、町ワゴン車の利用等を実施して参ります。

地域振興課
農林振興係

　認定新規就農者支援として、農業次世代人材投
資事業や未来の農業を担う若者応援給付金として
多額の事業補助金が交付されておりますが、その
補助金の使途についても目的に沿った使用がされ
ているか検証することが重要と思われます。

　農業次世代人材投資事業や未来の農業を担う若者応援給
付金については現在３名の就農者へ交付されております。
　そのうち２名の方については、就農３年目を迎え中間評
価が行われることから県とともに検証します。また、１名
の方についても就農５年目を迎えますが同様に実施致しま
す。

監 査 公 表

令和３年度　監査委員による指定事項のうち措置を講じたものの調書（抜粋）
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委員長
新井田順一

広報常任委員会

副委員長
松村　亮

委　員
田﨑信二

委　員
岩渕清幸

委　員
荒明正一

令和４年４月からの広報常任委員

次回定例会のお知らせ

6月8日(水)～6月10日(金)
午前10時開会

初日は、町政に対し議員が一般質問を
行います。
新型コロナウイルス感染症拡大予防の

ため、傍聴席は通常の３分の１となりま
す。
アルコール消毒、マスクの着用をお願

いします。

西山支所、ふれあい館でも
テレビ傍聴することができます

３月２８日（月曜日）役場庁舎３階の大会議室で議長・副
議長と議会モニターの皆さんで意見交換会を開催しました。
柳津町議会では「議会モニター制度」を採用しています。
その目的は議会の運営等に関して町民のみなさんからのご意
見を伺い、今後の議会運営に反映させ、議会の円滑かつ民主
的な運営を推進するためです。
年間４回の定例会を傍聴して、感じたことや改善してほし
いことなどを伝えていただきました。
柳津町ではモニターさんだけでなく、広く一般からの意見
を募集しています。興味がおありの方は議会事務局までお尋
ねください。

議会モニターの皆さんと意見交換会を開催しました議会モニターの皆さんと意見交換会を開催しました

モニター活動のお礼に記念品を贈呈


